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1 受診できるのは、令和６年６月２１日から令和７年２月２０日までです。

４０歳以上 2 健診対象者には江東区から「受診券」・「質問票」が送付されます。（６月中旬ごろ）

3 東京都の受診票と江東区の受診券・質問票がそろったら「指定医療機関（→p4）」に

の方の 受診日を予約。この時「有機溶剤健診」と「健康診査」を同時に受診することを伝えて

ください。（同時受診が可能か医療機関に確認をしてください）
受診方法

4

① 「家内労働者有機溶剤健康診断受診票」（東京都から送付した黄色の用紙）

② 「健康診査受診券」（江東区から送付されます）

③ 「江東区『健康診査』質問票」または「江東区『後期高齢者健康診査』質問票」

（江東区から送付されます）

④健康保険証

有機溶剤健診（東京都実施） 健康診査（江東区実施）

■ ■

　４０歳以上で江東区国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入の方は、「有機溶剤健
康診断」を、江東区が実施する「健康診査」と同時に受診することができます。

有 機 溶 剤 健 康 診 断 の 受 診 方 法

　江東区在住で３９歳以下の方及び、他県在住で江東区に作業場のある方（通い職人）は、
「有機溶剤健康診断」のみのご案内となります。

上記の期間にかかわらず、
令和７年３月３１日まで受診できます。

有 機 溶 剤 健 診 と 健 康 診 査 が 同 時 に 受 診 で き ま す 。

指定医療機関（→p4）で、予約してください。 江東区の「健康診査」を受診してください。

　健診対象者には、江東区から「受診券」
「質問票」が送付されます。
  受診期間：令和6年6月21日から
　　　　　　　　令和7年2月20日まで

令和7年3月31日

受診当日は、①・③に必要事項を記入して、②・④とともに指定医療機関へ持参してく
ださい。

現在の年齢

別 々 の 受 診 方 法

同 時 受 診 の 方 法
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　３９歳以下

　の方の

　受診方法

他県在住で、

　　「健康診査」「がん検診」については、

　お住まいの区市町村にお問い合わせください。　令和７年３月３１日まで受診できます。

指定医療機関（→p4）で、予約してください。

有機溶剤健診（東京都実施）

　令和７年３月３１日まで受診できます。

江東区に作業場
がある方の受診
方法

有 機 溶 剤 健 診 が 受 診 で き ま す 。

有機溶剤健診（東京都実施） 健康診断（お住まいの区市町村実施）

指定医療機関（→p4）で、予約してください。

同 時 受 診 の イ メ ー ジ

②健康診査

①有機溶剤健診

東京都
家内労働担当 江東区家内労働者

東京都から配付
・健診の案内（黄色）
・受診票（黄色）①

江東区から送付
・受診券（薄い黄色）②
・質問票③

受診票①と受診券②、質問票③がそろったら、指定医療機関に受診日を予約しましょう！！

健診の当日に、持っていくもの
①「家内労働者有機溶剤健康診断受診票」（東京都から送付した黄色の用紙）
②「健康診査受診券」（江東区から送付される薄い黄色の用紙）
③「江東区『健康診査』質問票」または「江東区『後期高齢者健康診査』質問票」
（江東区から送付されます）
④健康保険証
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